
令和三年デジタル庁令第⼗号
公的給付の⽀給等の迅速かつ確実な実施のための
預貯⾦⼝座の登録等に関する法律施⾏規則

公的給付の⽀給等の迅速かつ確実な実施のための預貯⾦⼝座の登録等に関する法
律（令和三年法律第三⼗⼋号）第⼆条第⼆項、第三条第⼆項、第三項第五号及び第
四項、第四条第⼆項及び第四項、第五条、第六条第⼀項及び第三項並びに第七条第
⼀項及び第三項の規定に基づき、公的給付の⽀給等の迅速かつ確実な実施のための
預貯⾦⼝座の登録等に関する法律施⾏規則を次のように定める。

（⽤語）
第⼀条 この庁令において使⽤する⽤語は、公的給付の⽀給等の迅速かつ確実な実
施のための預貯⾦⼝座の登録等に関する法律（以下「法」という。）において使
⽤する⽤語の例による。

（公的給付の⽀給等）
第⼆条 法第⼆条第⼆項のデジタル庁令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⼀ 健康保険法（⼤正⼗⼀年法律第七⼗号）による保険給付の⽀給⼜は保険料の
還付（⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法
律別表第⼆の主務省令で定める事務及び情報を定める命令（平成⼆⼗六年内閣
府・総務省令第七号。以下「番号利⽤法別表第⼆省令」という。）第⼆条第⼀
号若しくは第⼗⼀号⼜は第三条第⼀号若しくは第⼗⼀号に規定する事務に係る
ものに限る。）
⼆ 船員保険法（昭和⼗四年法律第七⼗三号）による保険給付の⽀給若しくは保
険料の還付⼜は雇⽤保険法等の⼀部を改正する法律（平成⼗九年法律第三⼗
号。以下この号において「平成⼗九年法律第三⼗号」という。）附則第三⼗九
条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成⼗九年法律第三⼗号第四
条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の⽀給（番号利⽤法別表第
⼆省令第六条第⼀号、第⼋号⼜は第⼗九号に規定する事務に係るものに限
る。）
三 労働者災害補償保険法（昭和⼆⼗⼆年法律第五⼗号）による保険給付の⽀給
⼜は社会復帰促進等事業の実施（番号利⽤法別表第⼆省令第六条の⼆第⼀号か
ら第五号まで若しくは第⼋号⼜は第六条の三各号に規定する事務に係るものに
限る。）
四 児童福祉法（昭和⼆⼗⼆年法律第百六⼗四号）による障害児通所給付費、特
例障害児通所給付費、⾼額障害児通所給付費、特例障害児相談⽀援給付費⼜は
⾼額障害児⼊所給付費の⽀給（番号利⽤法別表第⼆省令第⼗条第⼀号、第三号
若しくは第五号⼜は第⼗⼀条第⼆号に規定する事務に係るものに限る。）
五 予防接種法（昭和⼆⼗三年法律第六⼗⼋号）による給付の⽀給（番号利⽤法
別表第⼆省令第⼗⼆条の三各号、第⼗三条第⼀号若しくは第⼆号⼜は第⼗三条
の⼆各号に規定する事務に係るものに限る。）
六 ⽣活保護法（昭和⼆⼗五年法律第百四⼗四号）による保護の実施（番号利⽤
法別表第⼆省令第⼗九条第⼀号から第三号までに規定する事務に係るものに限



る。）
七 地⽅税法（昭和⼆⼗五年法律第⼆百⼆⼗六号）その他の地⽅税に関する法律
及びこれらの法律に基づく条例による地⽅税の還付（番号利⽤法別表第⼆省令
第⼆⼗条第⼀号、第六号から第⼋号まで、第⼗号、第⼗⼆号、第⼗五号、第⼗
六号、第⼗⼋号、第⼆⼗号若しくは第⼆⼗三号⼜は第⼆⼗⼀条第⼀号、第三
号、第四号、第六号若しくは第七号に規定する事務に係るものに限る。）
⼋ 私⽴学校教職員共済法（昭和⼆⼗⼋年法律第⼆百四⼗五号）による短期給付
若しくは年⾦である給付の⽀給⼜は任意継続掛⾦の還付（番号利⽤法別表第⼆
省令第⼆⼗⼆条の三第⼀号、第⼆号、第五号、第六号⼜は第⼋号から第⼗⼆号
までに規定する事務に係るものに限る。）
九 厚⽣年⾦保険法（昭和⼆⼗九年法律第百⼗五号）による年⾦である保険給付
⼜は⼀時⾦の⽀給（番号利⽤法別表第⼆省令第⼆⼗⼆条の四第⼀項第⼆号、第
⼆項第⼆号、第三項第⼆号⼜は第四項第⼆号に規定する事務に係るものに限
る。）
⼗ 特別⽀援学校への就学奨励に関する法律（昭和⼆⼗九年法律第百四⼗四号）
による特別⽀援学校への就学のため必要な経費の⽀弁（番号利⽤法別表第⼆省
令第⼆⼗三条第⼀号に規定する事務に係るものに限る。）
⼗⼀ 国家公務員共済組合法（昭和三⼗三年法律第百⼆⼗⼋号）による短期給付
の⽀給、任意継続掛⾦の還付⼜は⼀部負担⾦等の返還（番号利⽤法別表第⼆省
令第⼆⼗四条の⼆第⼀号、第⼆号、第⼗号⼜は第⼗⼋号に規定する事務に係る
ものに限る。）
⼗⼆ 国家公務員共済組合法⼜は国家公務員共済組合法の⻑期給付に関する施⾏
法（昭和三⼗三年法律第百⼆⼗九号）による年⾦である給付の⽀給（番号利⽤
法別表第⼆省令第⼆⼗四条の三に規定する事務に係るものに限る。）
⼗三 国⺠健康保険法（昭和三⼗三年法律第百九⼗⼆号）による保険給付の⽀給
⼜は保険料の還付（番号利⽤法別表第⼆省令第⼆⼗五条第⼋号⼜は第九号に規
定する事務に係るものに限る。）
⼗四 国⺠年⾦法（昭和三⼗四年法律第百四⼗⼀号）による年⾦である給付若し
くは⼀時⾦の⽀給⼜は保険料その他徴収⾦の還付（番号利⽤法別表第⼆省令第
⼆⼗六条の三第⼆号⼜は第五号に規定する事務に係るものに限る。）
⼗五 児童扶養⼿当法（昭和三⼗六年法律第⼆百三⼗⼋号）による児童扶養⼿当
の⽀給（番号利⽤法別表第⼆省令第三⼗⼀条第⼀号、第⼆号の⼆⼜は第六号に
規定する事務に係るものに限る。）
⼗六 国税通則法（昭和三⼗七年法律第六⼗六号）その他の国税に関する法律に
よる国税の還付（番号利⽤法別表第⼆省令第三⼗⼀条の⼆各号に規定する事務
に係るものに限る。）
⼗七 地⽅公務員等共済組合法（昭和三⼗七年法律第百五⼗⼆号）による短期給
付の⽀給、任意継続掛⾦の還付⼜は⼀部負担⾦等の返還（番号利⽤法別表第⼆
省令第三⼗⼀条の⼆の⼆第⼀号、第⼆号、第⼗⼀号⼜は第⼗九号に規定する事
務に係るものに限る。）
⼗⼋ 地⽅公務員等共済組合法⼜は地⽅公務員等共済組合法の⻑期給付等に関す
る施⾏法（昭和三⼗七年法律第百五⼗三号）による年⾦である給付の⽀給（番
号利⽤法別表第⼆省令第三⼗⼀条の三に規定する事務に係るものに限る。）



⼗九 ⺟⼦及び⽗⼦並びに寡婦福祉法（昭和三⼗九年法律第百⼆⼗九号）による
資⾦の貸付け⼜は給付⾦の⽀給（番号利⽤法別表第⼆省令第三⼗四条第⼀号、
第三号若しくは第四号⼜は第三⼗六条第⼀号若しくは第⼆号に規定する事務に
係るものに限る。）
⼆⼗ 特別児童扶養⼿当等の⽀給に関する法律（昭和三⼗九年法律第百三⼗四
号）による特別児童扶養⼿当、障害児福祉⼿当若しくは特別障害者⼿当⼜は国
⺠年⾦法等の⼀部を改正する法律（昭和六⼗年法律第三⼗四号。第⼆⼗六号に
おいて「昭和六⼗年法律第三⼗四号」という。）附則第九⼗七条第⼀項の福祉
⼿当の⽀給（番号利⽤法別表第⼆省令第三⼗七条第⼀号、第⼆号、第四号若し
くは第五号⼜は第三⼗⼋条各号に規定する事務に係るものに限る。）
⼆⼗⼀ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇⽤の安定及び職業⽣活の充実
等に関する法律（昭和四⼗⼀年法律第百三⼗⼆号）による職業転換給付⾦の⽀
給（番号利⽤法別表第⼆省令第三⼗九条の⼆に規定する事務に係るものに限
る。）
⼆⼗⼆ 地⽅公務員災害補償法（昭和四⼗⼆年法律第百⼆⼗⼀号）による公務上
の災害若しくは通勤による災害に対する補償⼜は福祉事業の実施（番号利⽤法
別表第⼆省令第三⼗九条の三第⼀号⼜は第三⼗九条の四に規定する事務に係る
ものに限る。）
⼆⼗三 児童⼿当法（昭和四⼗六年法律第七⼗三号）による児童⼿当⼜は特例給
付の⽀給（番号利⽤法別表第⼆省令第四⼗条第⼀号から第五号までに規定する
事務に係るものに限る。）
⼆⼗四 雇⽤保険法（昭和四⼗九年法律第百⼗六号）による失業等給付⼜は育児
休業給付の⽀給（番号利⽤法別表第⼆省令第四⼗条の三第⼆号⼜は第四⼗⼀条
の三に規定する事務に係るものに限る。）
⼆⼗五 ⾼齢者の医療の確保に関する法律（昭和五⼗七年法律第⼋⼗号）による
後期⾼齢者医療給付の⽀給⼜は保険料の還付（番号利⽤法別表第⼆省令第四⼗
三条の⼆第⼀号⼜は第四⼗三条の⼆の⼆に規定する事務に係るものに限る。）
⼆⼗六 昭和六⼗年法律第三⼗四号附則第⼋⼗七条第⼆項の規定により厚⽣年⾦
保険の実施者たる政府が⽀給するものとされた年⾦である保険給付の⽀給（番
号利⽤法別表第⼆省令第四⼗三条の三に規定する事務に係るものに限る。）
⼆⼗七 中国残留邦⼈等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦⼈等
及び特定配偶者の⾃⽴の⽀援に関する法律（平成六年法律第三⼗号）による⽀
援給付の⽀給（番号利⽤法別表第⼆省令第四⼗四条第⼀号から第三号までに規
定する事務に係るものに限る。）
⼆⼗⼋ 原⼦爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百⼗七号）
による医療特別⼿当、特別⼿当、原⼦爆弾⼩頭症⼿当、健康管理⼿当、保健⼿
当、葬祭料⼜は介護⼿当の⽀給（番号利⽤法別表第⼆省令第四⼗四条の⼆各
号、第四⼗四条の三各号⼜は第四⼗四条の四に規定する事務に係るものに限
る。）
⼆⼗九 厚⽣年⾦保険法等の⼀部を改正する法律（平成⼋年法律第⼋⼗⼆号。次
号において「平成⼋年法律第⼋⼗⼆号」という。）附則第⼗六条第三項の規定
により厚⽣年⾦保険の実施者たる政府が⽀給するものとされた年⾦である給付


